
佐賀市空き家バンク制度要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、佐賀市大和町大字名尾、大字松瀬及び大字梅野（１番地から２

９３番地２までを除く。）、富士町並びに三瀬村（以下「北部中山間地域」という。）

の区域内に所在する空き家等を活用することにより、北部中山間地域への移住及び

定住（原則として同居する家族全員分の住民票を、購入、又は賃借する物件の住所

に異動し居住することにより、当該物件を専ら生活の本拠とすることをいう。以下

同じ。）を促進し、もって北部中山間地域の活性化を図ることを目的とする。 

（登録台帳及び利用者台帳の整備） 

第２条 北部中山間地域に所在する空き家等（事業の用、居住の用その他の用途に供

されていない又は近く供されなくなる予定である建築物及びその敷地である土地を

いう。但し、過去５年以内に転売、又は競売された空き家等は対象外とする。以下

同じ。）についての情報を整備し、北部中山間地域への移住及び定住を希望する者に

提供するため、本市に空き家バンク制度登録台帳（北部中山間地域に所在する空き

家等についての情報を整備した台帳をいい、以下「登録台帳」という。）及び空き家

バンク制度利用者台帳（登録台帳に登載された情報について市から情報提供を受け

ることができる者を登録する台帳をいい、以下「利用者台帳」という。）を備え付け

る。 

 

（空き家等の登録） 

第３条 空き家等（北部中山間地域に所在するものに限る。以下同じ。）の所有者又は

所有者から委任を受けて管理を行う者で、自己が所有又は管理する空き家等につい

て登録台帳に登載を希望する者（以下「物件登録希望者」という。）が登録しようと

するときは、空き家等登録台帳登録申込書兼同意書（様式第１号）に当該物件の登

記簿謄本及び自動車運転免許証等の写しを添えて市長に提出しなければならない。 

２ 物件登録希望者は、前項の規定により空き家等登録台帳登録申込書兼同意書を提

出するにあたり、空き家等が存する自治会等からのあっせん等を受けた場合は、そ

の旨、記載するものとする。 

３ 物件登録希望者は、次の各号の事項を遵守する。 

(1)  自ら又は同居する家族が、現在、暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定された団体（以下、「暴力団」とい

う。）、佐賀市暴力団排除条例（平成２４年佐賀市条例第３号）第２条第２号及び

第３号に規定される者（以下「暴力団員」という。）、暴力団準構成員、暴力団関

係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団及びその他これ

らに準ずる者（以下「反社会的勢力」という。）に該当しないこと。 



 

(2)  反社会的勢力と関係していると認められる行為等をしないこと 

(3)  自ら又は同居する家族が、第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を

有しないこと。 

(4)  反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をして

いると認められる関係を有しないこと。 

(5)  自ら又は同居する家族が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有し

ないこと。 

４ 市長は、第１項の規程により空き家等登録台帳登録申込書兼同意書が提出された

ときは、その内容を審査の上、登録台帳に登録するものとする。 

５ 市長は、前項の審査のため必要があると認めるときは、申込みをした者に対して、

必要な書類の提出を求めることができる。 

６ 市長は、第４項の規定により登録台帳に登録したときは、遅滞なく、空き家バン

ク制度登録通知書（様式第２号）により申込みをした者に通知するものとする。 

７ 登録台帳への登載期間は、登録した日から起算して２年間とする。但し、再登録

することを妨げない。 

（登録台帳の登載事項の変更） 

第４条 前条６項の規定による通知を受けた者（以下「空き家等登録者」という。）は、

登録台帳に登載された事項に変更が生じたときは、速やかに空き家バンク制度登録

事項変更届出書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前条第４項及び第５項の規定は、登録台帳の変更について準用する。この場合に

おいて、同条第４項中「第１項」とあるのは「第４条第１項」と、「空き家等登録台

帳登録申込書兼同意書」とあるのは「空き家バンク制度登録変更届出書」と、「に登

録」とあるのは「の内容を変更」と読み替えるものとする。 

（登録台帳の登録の抹消） 

第５条 市長は、次のいずれかのときは、登録台帳から空き家等の登録を抹消する。 

(1) 空き家等登録者が空き家バンク制度登録抹消届出書（様式第４号）を提出した

とき。 

(2) 空き家登録物件の売買、又は賃貸借の契約が締結されたとき。 

(3) 登載期間が満了したとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。 

２ 前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく空き家バンク制度登録抹消通

知書（様式第５号）により登録者へ通知するものとする。 

（利用者の登録） 

第６条 北部中山間地域に定住することを目的として空き家等を購入し、又は賃借し



ようとする５９歳以下の者で、次の各号のいずれかに該当する者（以下「利用希望

者」という。）は、佐賀市公式ホームページ登載の空き家バンク制度利用申申込書兼

誓約書フォームへ必要事項を登録し、又は空き家バンク制度利用申込書（様式第６

号）と誓約書（様式第７号）を市長に提出し、利用者台帳への登載を申し込むこと

ができる。 

(1) 北部中山間地域の区域外に住所を有する者 

(2) 北部中山間地域の区域内に住所を有する者であって、賃貸住宅（公営住宅を含

む。）に入居している者 

(3) 佐賀市トレーニングファーム研修生（修了後１年以内の者を含む。） 

(4) 佐賀市地域おこし協力隊員（任期満了後１年以内の者を含む。） 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 

２ 市長は、空き家バンク制度利用申込書兼誓約書フォームに必要事項が登録された

とき、又は前項の規定により空き家バンク制度利用申込書及び誓約書が提出された

ときは、その内容を審査の上、利用者台帳に登録するものとする。 

３ 市長は、前項の審査のため必要があると認めるときは、利用希望者に対して、必

要な書類の提出を求めることができる。 

４ 利用希望者は、第３条第３項の各号に定める事項を遵守する。 

５ 市長は、第２項の規定により利用者台帳に登録したときは、遅滞なく、空き家バ

ンク制度利用者登録通知書（様式第８号）により利用希望者に通知するものとする。 

 

６ 利用者台帳への登載期間は、登録した日から起算して２年間とする。但し、再登

録することを妨げない。 

（利用者台帳の登載事項の変更） 

第７条 前条第５項の規定による通知を受けた者（以下「利用登録者」という。）は、

利用者台帳に登載された事項に変更が生じたときは、速やかに空き家バンク制度利

用者登録変更届出書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

２ 利用者台帳の変更について、空き家バンク制度利用申込書兼誓約書フォームによ

り利用者台帳に登録された場合、又は空き家バンク制度利用申込書及び誓約書が提

出され利用者台帳に登録された場合、いずれの場合にも空き家バンク制度利用者変

更届（様式９号）が提出されたときは、市長は、その内容を審査の上、利用者台帳

を変更するものとする。 

３ 市長は、前項の審査のため必要があると認めるときは、申込みをした者に対して、

必要な書類の提出を求めることができる。 

（利用者台帳の登録の抹消） 

第８条 市長は、空き家物件の売買契約、又は賃貸借契約の締結が完了した者、お

よび次のいずれかのときは、利用者台帳から利用登録者の登録を抹消するものと



する。但し市長が適当と認めた場合はこの限りではない。なお、利用者登録の抹

消に関しては、佐賀市空き家バンク制度の開始日に遡及して発効する。 

(1) 利用登録者が空き家バンク制度利用者登録抹消届出書（様式第１０号）を提出

したとき。 

 (2) 空き家バンク制度利用申込書の内容に虚偽が判明したとき。 

(3) 登載期間が満了したとき。 

(4) 利用登録者が空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風

俗を害するおそれがあると市長が認めるとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項３号を除く規定により利用登録者の登録を抹消したときは、空き家

バンク制度利用登録抹消通知書（様式第１１号）により利用登録者に通知するもの

とする。 

（契約後の転居） 

第９条 利用登録者は、空き家等の売買、賃貸借の契約を締結した日から起算して２

年以内に転居を完了し、住民票謄本を市長に提出しなければならない。但し、建物

等の改修が、売買契約、又は賃貸借契約締結日から起算して２年を越え完了する場

合は、契約締結日から起算して３年を最長とし、完了日を含む年度の３月３１日ま

でに転居を完了し住民票謄本を提出することとする。 

（情報提供） 

第１０条 市長は、利用登録者に対して、登録台帳に登載された情報を提供するもの

とする。 

２ 市長は、利用登録者が登録台帳に登載された空き家等の購入、又は賃借等を希望

する場合、当該空き家等の所有者等に対し、当該利用登録者に係る利用者台帳に登

載されている情報を提供するものとする。 

（空き家等の現況確認） 

第１１条 市長は、利用登録者が希望したときは、登録台帳に登載された空き家等の

現況を確認するため、空き家見学会を開催するものとする。 

 

２ 空き家見学会の際、利用登録者は自動車運転免許証等の身分を証する書類の原本

を提示し、その写しを提出するものとする。 

３ 市長は、所有者等が希望したときは、空き家見学会を設ける前に、利用登録者に

空き家等の所在地を開示し、外観等の事前調査を許諾するものとする。 

（自治会懇談会） 

第１２条 市長は、利用登録者が前条の空き家見学会に参加した後、当該空き家等に

ついて購入、又は賃借等を希望するときは、利用登録者と当該空き家等が所在する

地区の自治会組織との協議の場として自治会懇談会を開催するものとする。 



２ 自治会懇談会については、自治会組織が実施しないことを希望するときは、これ

を省略することができる。 

（交渉及び契約への不関与） 

第１３条 市長は、空き家等登録者及び利用登録者による空き家等の売買、又は賃貸

借等の交渉及び契約については、直接これに関与しない。 

２ 空き家等登録者及び利用登録者の間の契約等に関する一切の紛争については、当

事者間で解決しなければならない。 

（個人情報の取扱い） 

第１４条 空き家等登録者及び利用希望者は、次の各号に定める事項を遵守しなけれ

ばならない。 

(1) 空き家バンクから知り得る個人情報（以下「個人情報」という。）を他に漏らし、

又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、加工又は利用をしない

こと。 

(2) 個人情報を市長の承諾なくして複写、又は複製しないこと。 

(3) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。 

(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。 

(5) 個人情報の漏えい、き損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報

告し、その指示に従うこと。 

（適用上の注意） 

第１５条 この要綱は、この要綱に基づかない方法による空き家等の売買、又は賃貸

借その他の取引を妨げない。 

 （様式の提出） 

第１６条 この要綱に記載された各様式の提出については、原本ではなくデータ（コ

ピー、ファックス等も含む）による提出を妨げない。 

（補則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年７月２０日から施行する。 

附 則 

（施行日） 

１ この要綱は、令和２年２月１０日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正前の佐賀市空き家バンク制度要綱（平成２２年７月２０日施

行）の規定により登録された登録台帳、利用者台帳の情報は、この要綱による改正

後の佐賀市空き家バンク制度要綱の相当規定により登録された情報とみなす。 



附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、佐賀市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則（令和３年佐

賀市規則第２４号）の施行の日（令和３年６月１日）から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年９月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

この要綱による第６条の改正後の規定は、この要綱の施行の日以降に行う利用者の

登録に適用し、施行日以前に行われた登録については、なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、令和５年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年８月１日から施行する。 

附 則 

 （施行日） 

１ この要綱は、令和６年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正前の佐賀市空き家バンク制度要綱（平成２２年７月２０日施

行）の規定により登録された登録台帳、利用者台帳の情報は、この要綱による改正

後の佐賀市空き家バンク制度要綱の相当規定により登録された情報とみなす。 

  附 則 

この要綱は、令和６年９月１日から施行する。 

  附 則 

（施行日） 

１ この要綱は、令和７年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正前の佐賀市空き家バンク制度要綱（平成２２年７月２０日施

行）の規定により登録された登録台帳および利用者台帳の情報は、この要綱による

改正後の佐賀市空き家バンク制度要綱の相当規定により登録された情報とみなす。 

附 則 



この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 



様式第１号（第３条関係） 

年  月  日 

 

佐賀市長 様 

住所   

氏名             （※）                       

（※）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

電話番号   

 

空き家等登録台帳登録申込書兼同意書 

 

佐賀市空き家バンク制度要綱第３条第１項に基づき、下記のとおり申し込みます。 

また申請内容の情報公開については、佐賀市空き家バンク制度要綱第９条、第１０条に基づき、同意しま

す。 

 

記 

１ 空き家等情報 

所在地 
佐賀市 □ この登録は、自治会等からの 

 あっせん等によるものである 

構造 
 

階  数 
 

１階面積 
           ㎡ 

（     坪） 
２階面積 

          ㎡ 

（     坪） 

延床面積 
           ㎡ 

（     坪） 
土地面積 

          ㎡ 

（     坪） 

建築時期 
    年頃（築  年） 空き家に 

なった時期 

 

空き家の状態 
・補修は不要     ・多少の補修必要 

・大幅な補修必要   ・現在補修中 

□ 利用登録者へ物件所在地の見

学会開催前開示を許諾する 

設備の状況 

電気 引き込み済み ・ その他（               ） 

ガス プロパンガス ・ その他（               ） 

水道 簡易水道・井戸水・その他（               ） 

トイレ 水洗・汲み取り ／ 和式・洋式 

下水道 接続済み ・ 浄化槽 ・ その他（           ） 

テレビ CATV 接続済み ・ その他（              ） 

駐車場 有（可能台数   台）・ 無 

付帯物件 田 ・ 畑 ・その他      ㎡（      坪） 

売買又は賃貸 

その希望価格 

・売買    希望価格        万円 

・賃貸    希望家賃月額      万円 

 

  



２ 空き家等の間取り図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考 

 

 

 

 

 

 



３ 空き家等の周辺地図 
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様式第２号（第３条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

      様 

 

佐賀市長          （公印省略） 

 

 

空き家バンク制度登録完了通知書 

 

 佐賀市空き家バンク制度要綱第３条第６項の規定により、空き家バンク制度登録台帳

への登録が完了したので通知します。 

 

 

登録番号   第         号 

 

登録日        年  月  日 

 

有効期限       年  月  日 

 

※変更等生じた場合は、速やかに手続きを行ってください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第４条関係） 

 

年  月  日 

 

佐賀市長 様 

 

住所 

                          氏名                        

                                   

           

 

空き家バンク制度登録事項変更届出書 

 

空き家バンク制度登録台帳の内容を変更したいので、佐賀市空き家バンク制度要綱第４

条第１項の規定により届出いたします。 

 

 

登録番号：第   号 

 

変更内容 

変更項目 変更前 変更後 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第５条関係） 

 

年  月  日 

 

佐賀市長 様 

 

住所 

氏名               

 

              

 

 

空き家バンク制度登録抹消届出書 

 

 

佐賀市空き家バンク制度要綱第５条第１項第１号の規定に基づき、空き家情報登録を抹

消したいので届出いたします。 

 

 

登録番号：第    号 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第５条関係） 

 

第     号 

  年  月  日 

 

        様 

 

 

佐賀市長        （公印省略） 

 

 

空き家バンク制度登録抹消通知書 

 

 

佐賀市空き家バンク制度要綱第５条第２項の規定に基づき、空き家バンク制度登録台帳

の登録事項を抹消しましたので通知します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第６条関係） 

  年  月  日 

佐賀市長 様 

住所  

氏名            

 

              

空き家バンク制度利用申込書 

 

 

申

込

者 

住所 〒 

氏名 ふりがな 

電話番号  ＦＡＸ番号  

携帯電話番号  

メールアドレス  

申

込

者

の

家

族

構

成 

（ふりがな） 

氏名 

生年月日 年齢 続柄 職業等 

   本人  

     

     

     

     

希

望

す

る

空

き

家 

 

 

 

希望する空き家等

の状況 

 

 

 

 

売買又は賃貸及び

その希望価格 

・売買 希望価格           万円程度 

・賃借 希望家賃月額         万円程度 

空き家希望の理由  

 

他自治体空き家バンク

への利用登録の有無 

□ 有   □ 無 

  



 

様式第７号（第６条関係） 

 

誓   約   書 

 

佐賀市長  様 

 

私は、佐賀市空き家バンク制度の利用希望者登録にあたり、以下の項目に同意するとと

もに、各項目に誤りが無いことを誓約します。（□にㇾを入れてください。） 

□ 佐賀市空き家バンク制度要綱第６条第１項に規定する要件を満たす者であり、同条第

４項に規定する事項を遵守する。 

（佐賀市空き家バンク制度要綱第６条第１項には年齢制限の項目があります。） 

□ 同居中の家族全員分の住民票を、購入または賃貸する物件の住所に異動して定住する。 

□ 地域住民と協調し地域の活性化に寄与する。 

□ 登録した情報を空き家登録者に対して情報公開する。 

□ この制度で得た情報は私が利用目的に沿って利用し、決して他の目的では利用しない。  

 

 

令和  年  月  日 

 

 

住 所                      

 

氏 名                              
 

 



様式第８号（第６条関係） 

 

第     号 

  年  月  日 

 

        様 

 

 

佐賀市長        （公印省略） 

 

 

空き家バンク制度利用者登録完了通知書 

 

佐賀市空き家バンク制度要綱第６条第５項の規定に基づき、空き家バンク制度利用者台

帳に登録しましたので、通知します。 

 

登録番号  第      号 

 

登録日    年  月  日 

 

有効期限   年  月  日 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第９号（第７条関係） 

 

  年  月  日 

 

佐賀市長 様 

 

住所 

氏名            

 

             

 

 

空き家バンク制度利用者登録変更届 

 

 佐賀市空き家バンク制度要綱第７条第１項の規定に基づき、空き家バンク制度利用者台

帳に登録されている登録事項を変更したいので届け出ます。 

 

登録番号：第     号 

 

変更内容 

変更項目 変更前 変更後 

 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



様式第１０号（第８条関係） 

 

  年  月  日 

 

佐賀市長 様 

 

住所 

氏名             

 

 

 

空き家バンク制度利用者登録抹消届出書 

 

佐賀市空き家バンク制度要綱第８条第１号に基づき、空き家バンク制度利用者台帳の登

録事項を抹消したいので届け出ます。 

 

登録番号：第   号 

 

登録事項の抹消理由 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１１号（第８条関係） 

 

第     号 

  年  月  日 

 

 

        様 

 

                         佐賀市長      （公印省略） 

 

 

空き家バンク制度利用者登録抹消通知書 

 

 

佐賀市空き家バンク制度要綱第８条第２項に基づき、空き家バンク制度利用者台帳の登

録事項を抹消しましたので通知します。 

 

  

 

 

 


